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確定給付企業年金における監査結果について 

 

１ 監査目的 

  確定給付企業年金に係る監査は、確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主（以下「事業主」という。）及び企業年金基

金（以下「基金」という。）の事業運営が確定給付企業年金法関係法令及び確定給付企業年金規約等に基づき適正に実施されているか個別

かつ具体的に検証し、必要な是正改善の措置を講ずるとともに、適正かつ効率的に運営されるよう指導を行うことを目的に実施していま

す。 

 

２ 監査対象 

  厚生労働省年金局長から通知された監査実施要綱に基づき、当厚生局において毎年度実施計画を策定し、監査の対象となる事業主及び基

金を選定しています。 

  監査の対象の選定に当たっては、確定給付企業年金の実施又は前回の監査から概ね３年を経過した事業主及び基金を対象とし、定期的に

書面監査を実施しています。 

  また、書面監査の結果を踏まえ、さらに事実関係等を確認する必要があると認められる場合には、実地監査を実施しています。 

 

３ 監査内容 

  事業主については、適用状況、加入者に関する事項、給付に関する事項、掛金に関する事項、財務及び会計に関する状況、業務概況の周

知状況、資産運用に関する事項、個人情報の保護及び特定個人情報の取扱いに関する事項について、監査を実施しています。 

加えて、基金については、代議員及び理事等に関する事項、福祉事業に関する事項について、監査を実施しています。 

  なお、当厚生局ホームページに書面監査における監査資料を掲載しています。 

 

４ 監査結果 

  監査時の指摘事項は、事業主及び基金から文書による「改善計画書」の提出を求め、必要な是正改善措置の内容確認を行っています。 

  なお、令和４年度において８６事業所に実施してきた監査における指摘事項は以下のとおりですので、確定給付企業年金の事業運営の自

主的な点検を行う際等にご活用ください。 

  また、これまでに実施してきた監査における指摘事項も掲載しておりますので、併せてご活用ください。 



 
区分 令和４年度指摘事項 

給  付 ○裁定請求書について、確定給付企業年金法施行規則第 33 条に基づく生年月日を証する書類を添付すること。 

業務概況 
○加入者に対する業務概況の周知について、確定給付企業年金法第７３条及び同法施行規則第８７条第１項に基づ

き、毎事業年度１回以上、全ての事項を周知すること。 

個人情報保護 
○個人番号を取り扱う事務の範囲及びその事務において取り扱う特定個人情報等の範囲を取扱規定等に明確化するこ

と。（「企業年金等に関する特定個人情報の取扱い準則」第３－（１）、（２）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
区分 過去に指摘された事項 

適用 ○事業運営について、規約で定める効力日現在の労働協約等に基づき、実施すること。 

加入者 

○規約における加入除外者の規定について、現状に即してより明確に規定すること。 

○加入者原簿について、確定給付企業年金法施行規則第２１条に基づき、必要事項を記載して備え付けること。 

○資格を喪失した加入者等に対する脱退一時金相当額の移換に係る説明について、確定給付企業年金法施行令第５０

条の４に基づき、実施すること。 

給付 

○老齢給付等の裁定請求について、受給権者等から必要事項を記載した請求書に規約で定めた必要書類を添付の上、

提出させること。 

○裁定請求書について、確定給付企業年金法施行規則第 33 条に基づく生年月日を証する書類を添付すること。 

掛金 
○財政再計算に伴う掛金等の変更について、確定給付企業年金法第６条又は第７条に基づき、規約変更の手続きを行

うこと。 

業務概況 

○加入者に対する業務概況の周知について、確定給付企業年金法第７３条及び同法施行規則第８７条第１項に基づき、

毎事業年度１回以上、全ての事項を周知すること。 

○受給権者等に対する業務概況の周知について、確定給付企業年金法第７３条及び同法施行規則第８７条第１項に基

づき、今後の実施について検討すること。 

資産運用 

○年金給付等積立金の運用について、確定給付企業年金法施行令第４５条及び確定給付企業年金法施行規則第８３条

に基づき、運用の基本方針を策定すること。 

○政策的資産構成割合（及び許容幅）を策定すること（施行規則第８３条、第 84 条、「確定給付企業年金に係る資

産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」（平成 14 年３月 29 日年発第 0329009 号））。 

代議員 

及び理事 

○代議員及び理事の選出について、規約及び選出に係る規程に基づき、実施すること。 

○監事への文書の回付について、「企業年金基金監事監査規程要綱」に基づき、全ての文書の回付を実施すること。 

○監事監査の実施計画について、「企業年金基金監事監査規程要綱」に基づき、監事は毎事業年度当初に実施計画を立

て、理事長に通知すること。 

個人情報保護 

○個人データ管理責任者及び個人データを取り扱う従業者に対し、個人データの取扱いに関する研修を実施すること。 

○個人データの取扱いについて、加入者等の個人情報を取り扱う基幹システムに接続されたネットワークとインター

ネットに接続されたネットワークを物理的又は論理的に分離すること。 

○特定個人情報の取扱いに係る基本方針及び取扱規程を策定すること。 

 


